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議第９２号関係 

鉄嶺トンネル第１期工事の請負契約の変更について 

県土整備部道路建設課 

 

工 事 名：公共 防災・安全交付金事業 （仮称）鉄嶺トンネル１期工事 

 

   工事場所：揖斐郡揖斐川町西横山 地内 

   

工事概要：  一般国道３０３号は、岐阜県岐阜市を起点とし、福井県三方上中郡若狭町に至る延長126 

kmの幹線道路である。また県土1700km骨格幹線ネットワーク構想のうち、骨格幹線ネットワ

ーク道路に位置付けられているとともに、第2次緊急輸送道路に指定されている重要な路線

である。 

滋賀県境の八草トンネルの開通に伴い、当該区間は岐阜県内では唯一、交通上の線形不良

箇所であり、また落石による災害も発生していることから、これらの解消による円滑な交通

の確保を目的とし、地域交流の促進の面から、早期に整備を行う必要がある箇所である。 

  工事内容：トンネル工事（トンネル全体延長２，４２０ｍ） 

              施工延長  ８６３ｍ 

トンネル掘削工 ８５０ｍ 

               道路幅員（全幅員）  ６．０(７．０)ｍ 

               工  法 ＮＡＴＭ 

 

工  期：平成２９年３月２３日より令和３年３月１９日限り（約４８ヶ月） 

予定価格：１，８８５，５９２，５２０円（税込） 

契約金額：１，８５７，６００，０００円（税込） 

変更金額：１，９１５，９７７，０００円（税込） 

変更理由：労務費及び物価の上昇等に伴い、契約金額を増額するもの。 

 

位    置      図  

 

（仮称）鉄嶺トンネル 

トンネル延長 L=2,420m 

１期工事施工延長 L＝863m 

（うちトンネル施工延長 L=850m） 

Ｎ 

施工箇所 

©岐阜県 
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制
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感
染

症
対

策
等

Ⅰ
県

の
責

務
・

関
係

者
の

役
割

等

岐
阜

県
感

染
症

対
策

基
本

条
例

（
案

）

基
本

理
念

（
第

３
条

関
係

）

１
感
染
症
対
策
は
、

迅
速

か
つ

的
確

に
、

徹
底
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
感
染
症
対
策
は
、
行
政
機
関
、
医
療
機
関
、
事
業
者
、
県
民
等
が
一
体
と
な
っ
た

「
オ

ー
ル

岐
阜

」
の
体
制
の
下
、
相
互
の
理
解
と
協
力
に
よ
り

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
県
の
責
務
（
第
４
条
関
係
）

・
感
染
症
対
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
実
施

・
実
施
に
当
た
り
各
分
野
に
十
分
配
慮
し
、
県
民
等
の
理
解
と
協
力
を
得
る
よ
う
努
力

・
感
染
症
対
策
を
県
政
の
最
重
要
課
題
と
位
置
付
け
、
予
算
、
人
員
を
重
点
的
に
配
分

２
市
町
村
と
の
連
携
等
（
第
５
条
関
係
）

・
市
町
村
が
行
う
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
感
染
症
に
関
す
る
施
策
へ
の
支
援

・
市
町
村
と
の
緊
密
な
連
携

・
国
及
び
他
の
都
道
府
県
と
の
協
力

３
医
療
機
関
、
事
業
者
、
県
民
の
役
割
（
第
６
～
８
条
関
係
）

・
感
染
症
の
予
防
、
拡
大
防
止

・
感
染
症
対
策
へ
の
協
力

１
感
染
症
対
策
（
第
1
2
条
関
係
）

(1
)感

染
症
の
予
防
等
に
関
す
る
普
及
啓
発

(2
)感

染
症
に
関
す
る
情
報
の
提
供

(3
)県

民
及
び
事
業
者
か
ら
の
相
談
に
応
ず
る
体
制
の
確
保

(4
)検

査
体
制
の
整
備

(5
)病

床
の
確
保
そ
の
他
の
医
療
提
供
体
制
の
整
備

(6
)医

療
資
材
の
確
保

等
→
上
記
施
策
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
適
宜
検
証

２
県
民
及
び
事
業
者
に
対
す
る
支
援
（
第
1
3
条
関
係
）

・
県
民
の
生
活
及
び
事
業
を
守
る
た
め
に
必
要
な
施
策
の
実
施

（
物
資
の
安
定
供
給
、
雇
用
の
維
持
、
事
業
活
動
の
継
続
等
）

３
差
別
的
取
扱
い
等
の
禁
止
（
第
1
4
条
関
係
）

・
感
染
症
の
り
患
、
そ
の
お
そ
れ
等
を
理
由
と
し
た
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
、

誹
謗
中
傷
の
禁
止

１
感
染
症
対
策
本
部
（
第
９
条
関
係
）

・
感
染
症
対
策
の
具
体
的
な
施
策
の
方
針
決
定

２
感
染
症
対
策
協
議
会
（
第
1
0
条
関
係
）

・
感
染
症
対
策
の
具
体
的
な
施
策
の
実
施
に
必
要
な
協
議

３
専
門
家
会
議
（
第
1
1
条
関
係
）

・
常
設
と
し
、
感
染
症
対
策
の
実
施
及
び
そ
の
状
況
の
検
証
に
当
た
り
、
専
門
的
な

知
見
に
基
づ
く
意
見
を
聴
取

Ⅳ
そ

の
他

（
附

則
）

・
本
条
例
は
公
布
の
日
か
ら
施
行

・
岐
阜
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
条
例
の
廃
止

＜
条
例
制
定
の
背
景
＞

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
再
度
の
感
染
拡
大
や
、
新
た
な
感
染
症
の
発
生
に
備
え
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
み
を
踏
ま
え
、
感
染
症
対
策
の

基
本
的
な
考
え
方
や
推
進
体
制
に
関
す
る
枠
組
み
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

議
第
９
８
号
関
係

健
康
福
祉
部
保
健
医
療
課
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